
釧路地域生活交通確保対策協議会設置要綱 
 
（名称及び目的） 
第１条 釧路地域における生活交通の確保を図るために釧路地域生活交通確保対策協議会(以
下「地域協議会」という。)を設置する。 

 
（協議事項） 
第２条 地域協議会は、第１条の目的を達成するため、次の事項について協議を行い合意形成
を図る。 

（１） 生活交通（地域住民の日常生活に必要不可欠なバス輸送サービスであって、他に代替
できる公共交通機関がないものをいう。以下同じ)の確保に関する計画の策定及び調整 

（２） その他生活交通のあり方等一般に関する事項 
 
（構 成） 
第３条 地域協議会は、別紙１に掲げる者又はその指名する職員により構成する。 
２ 地域協議会は、必要に応じて前項に規定する構成員以外の者の出席を求めることができる。 
 
（議長及び副議長） 
第４条 地域協議会に、議長及び副議長を置く。 
２ 議長は釧路総合振興局地域創生部長を、副議長は北海道運輸局釧路運輸支局首席運輸企画
専門官をもって充てる。 

３ 議長は、地域協議会を代表し、会議を主宰する。 
４ 副議長は、議長を補佐し、議長に事故ある時は、その職務を代理する。 
 
（運 営） 
第５条 地域協議会は、議長が召集する。 
２ 地域協議会は、必要に応じ随時開催することができる。 
３ 地域協議会に構成員本人(議長を除く)以外の代理人を出席させることができるものとす
る。 

 
（分科会） 
第６条 第２条に規定する事項について協議し合意形成を図るため、必要に応じて地域協議会
の下に分科会を設置することができる。 

２ 分科会の組織、運営に関する事項は、分科会ごとに定めることができる。 
３ 分科会は、協議事項に応じて、合同で開催することができる。 
 
（地域公共交通会議） 
第７条 釧路地域の市町村の区域に係る事項を協議するため、道路運送法施行規則(昭和26年運
輸省令第75号)第９条の２に定める地域公共交通会議が設置された場合、これを前条第１項に
より設置された地域協議会の分科会とする。 

２ 生活交通の確保に関する調整に際し、前項の地域公共交通会議の協議が調った場合は、当
該地域公共交通会議の協議結果を地域協議会の協議結果とみなす。この場合における地域協
議会の協議に係る権限は、地域公共交通会議に委任があったものとみなす。 

 
（北海道生活交通確保対策協議会との関係） 
第８条 生活交通の確保に関する計画の策定に際しては、原則として、地域協議会の協議結果
を北海道生活交通確保対策協議会(以下「協議会」という。)の協議結果とする。 

２ 地域協議会は、他の地域協議会との調整を要する事案等について協議会の調整を求めるこ
とができるほか、生活交通確保の手法について助言・指導を求めることができる。 

 
（庶 務） 
第９条 地域協議会等の庶務は、釧路総合振興局地域創生部地域政策課が処理するものとする。 
 
（情報公開） 
第１０条 地域協議会における議事は、原則、公開とし、必要と認められる情報を開示するも
のとする。 

 
（その他） 
第１１条 この要綱に定めるもののほか、地域協議会の運営に関し必要な事項は、議長が別に
定める。 

 
附則 
この要綱は、平成１３年３月２９日から施行する。 
この要綱は、平成１８年７月 ６日から施行する。 
この要綱は、平成１９年７月１０日から施行する。 
この要綱は、平成２２年５月１４日から施行する。 
この要綱は、平成２３年７月１４日から施行する。 
この要綱は、平成２４年５月２２日から施行する。 
この要綱は、平成２５年５月２４日から施行する。 
この要綱は、平成２８年５月１８日から施行する。 
この要綱は、平成３１年４月２５日から施行する。 
この要綱は、令和 ２年７月１０日から施行する。 
この要綱は、令和 ３年６月２２日から施行する。 

この要綱は、令和 ４年６月２１日から施行する。 



この要綱は、令和 ５年５月２５日から施行する。 
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